
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 748890 京町簡易郵便局 ○ 福岡県八女市本町１７９－１７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 113860 千ヶ滝郵便局 - 長野県北佐久郡軽井沢町長倉２１４６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 117480 屋代簡易郵便局 ○ 長野県千曲市屋代１４１１－５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 218540 伊福簡易郵便局 ○ 愛知県あま市七宝町伊福四之割３２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 237010 伊東荻簡易郵便局 ○ 静岡県伊東市荻１５４－１ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238330 伊東吉田簡易郵便局 ○ 静岡県伊東市吉田３４９ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 248850 各務原大島簡易郵便局 ○ 岐阜県各務原市蘇原吉野町２－３ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 647540 大篠簡易郵便局 ○ 高知県南国市大埇乙１２３０－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 647540 大篠簡易郵便局 ○ 高知県南国市大埇乙１２３０－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 707170 砂川簡易郵便局 ○ 沖縄県宮古島市城辺砂川１９０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 838030 崎浜簡易郵便局 ○ 岩手県大船渡市三陸町越喜来東崎浜８２－１ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 907070 柏木簡易郵便局 ○ 北海道石狩市浜益区柏木６２５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R3.9.24 契約解除 -

R3.10.1 廃止 -

R3.10.1 契約締結 -

R3.10.1 契約解除 -

R3.10.1 契約解除 -

R3.10.1 契約解除 -

R3.10.1 契約解除 -

R3.10.1 業務変更 -

R3.10.1 契約締結 -

R3.10.1 契約解除 -

R3.10.1 契約解除 -

別紙別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙別紙

変更前 郵便局 062080 旭郵便局 - 茨城県つくば市沼崎１８５４－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 062080 旭郵便局 - 茨城県つくば市豊里の杜２－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 737590 えびの五日市簡易郵便局 ○ 宮崎県えびの市原田４７１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 737590 えびの五日市簡易郵便局 ○ 宮崎県えびの市原田４６８－４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 125820 長岡稲葉町郵便局 - 新潟県長岡市稲葉町７６６－２６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 415590 東成神路郵便局 - 大阪府大阪市東成区神路１－１２－２８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 415590 東成神路郵便局 - 大阪府大阪市東成区深江北１－５－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 431650 網干駅前郵便局 - 兵庫県姫路市網干区和久５１３－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 431650 網干駅前郵便局 - 兵庫県姫路市網干区和久字鈍川６街区６区画 - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 233660 沼津下河原郵便局 - 静岡県沼津市下河原町４４－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 233660 沼津下河原郵便局 - 静岡県沼津市下河原町３－８－１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 111320 岡谷東銀座郵便局 - 長野県岡谷市東銀座１－１２－２５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 111320 岡谷権現町郵便局 - 長野県岡谷市長地権現町２－３－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 321030 太美郵便局 - 富山県南砺市才川七７０１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 321030 太美郵便局 - 富山県南砺市才川七７７１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 861860 大館常盤木町郵便局 - 秋田県大館市常盤木町１５－２２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 861860 大館南町郵便局 - 秋田県大館市常盤木町４－８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 060580 大野郵便局 - 茨城県鹿嶋市中６１８－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 060580 大野郵便局 - 茨城県鹿嶋市奈良毛４５１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 417630 柏原玉手郵便局 - 大阪府柏原市玉手町１０－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 417630 柏原玉手郵便局 - 大阪府柏原市玉手町１０－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R3.10.18 移転 -

R3.10.18 移転

R3.10.4 移転 -

R3.10.4 新設 -

R3.10.4 移転 -

移転 -

R3.10.9 住居表示変更 -

R3.10.4

R3.10.4 移転 -

R3.10.11 移転・改称 -

-

R3.10.11 移転・改称 -

R3.10.11 移転 -
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郵
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別紙別紙

変更前 郵便局 211910 名古屋則武新町郵便局 - 愛知県名古屋市西区則武新町３－８－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 211910 名古屋則武新町郵便局 - 愛知県名古屋市西区則武新町３－１－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 786130 犬迫簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市犬迫町５８４０ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 035230 秩父尾田蒔郵便局 - 埼玉県秩父市寺尾１９４５－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 035230 秩父尾田蒔郵便局 - 埼玉県秩父市寺尾１９２９－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 215360 春日郵便局 - 愛知県清須市春日三番割１０６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 215360 春日郵便局 - 愛知県清須市春日振形１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 711290 渡郵便局 - 熊本県球磨郡球磨村渡乙１６９５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 711290 渡郵便局 - 熊本県球磨郡球磨村大字渡乙８８０－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 327690 芦峅寺簡易郵便局 ○ 富山県中新川郡立山町芦峅寺１２５ - ○ ○ × ○ × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 827410 岳下簡易郵便局 ○ 福島県二本松市若宮２－７７－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

R3.10.21 移転 -

R3.10.25 移転 -

　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。

R3.10.25 移転 -

R3.10.29 移転・再開 -

R3.10.30 契約解除 -

R3.10.30 契約解除 -

R3.10.23 契約解除 -


